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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及びそれに直交する横方向を有し、肌対向面及びその反対側に位置する非肌対向
面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と
、前記前後ウエスト域を画成し、前後ウエストパネルから形成される弾性ウエストパネル
と、前記弾性ウエストパネルに取り付けられて、前記前後ウエスト域の一部及び前記クロ
ッチ域を画定し、吸液構造体を備えるクロッチパネルとを含む使い捨て着用物品において
、
　前記弾性ウエストパネルとは別体の臀部パネルをさらに含み、前記臀部パネルは、その
外端部において前記後ウエスト域を形成する後ウエストパネルに取り付けられ、かつ、前
記クロッチ域の側へ延びており、
　前記臀部パネルは、少なくとも前記吸液構造体の前記横方向の両側において前記横方向
へ弾性的に伸縮可能であって、
　前記クロッチパネルは、その内面に位置する後接合域を介して前記後ウエストパネルの
外面に取り付けられており、臀部パネルの外端部は、その内面に位置する臀部接合域を介
して前記後ウエストパネル及び前記クロッチパネルに取り付けられており、前記臀部接合
域は前記後接合域よりも前記クロッチ域の側へ位置することを特徴とする前記使い捨て着
用物品。
【請求項２】
　前記臀部パネルは、前記横方向における前記吸液構造体の両側において、前記横方向に
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離間対向する第１弾性域と第２弾性域とを有し、それらの間には非弾性域が画定されてい
る請求項１に記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記臀部接合域は、少なくとも前記後接合域の中央部よりも前記クロッチ域の側に位置
し、前記横方向へ直状に延びる横断接合部位を有する請求項１又は２に記載の使い捨て着
用物品。
【請求項４】
　前記臀部接合域は、前記臀部パネルの中央部において前記横断接合部位と交差し、かつ
、さらに前記クロッチ域の側へ延びる中央接合部位を有する請求項３に記載の使い捨て着
用物品。
【請求項５】
　前記臀部パネルは、前記肌対向面側に位置する内層シートと、前記非肌対向面側に位置
する外層シートと、前記内外層シート間に弾性的に伸縮可能に配設された弾性体とを有す
る請求項１～４のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項６】
　前記臀部の弾性体はストリング状又はストランド状の弾性材料から形成されており、前
記後ウエストパネルの内端縁に沿って前記横方向Ｘへ延びる上方臀部弾性体と、前記臀部
パネルの内端縁に沿って前記横方向へ延びる下方臀部弾性体と、前記上下臀部弾性体間に
おいて前記横方向Ｘへ延びる中間臀部弾性体とを有し、前記下方臀部弾性体の太さが前記
中間臀部弾性体のそれよりも大きく、前記中間臀部弾性体の太さが前記上方臀部弾性体の
それよりも大きい請求項１～５のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項７】
　前記臀部の弾性体は、その中央部が前記クロッチ域の側へ向かって凸曲する湾曲状を有
する請求項１に記載の使い捨て着用物品。
【請求項８】
　前記後ウエストパネルは、前記横方向Ｘへ延びる複数条の弾性体を有し、前記弾性体の
うちの前記臀部接合域と重なる弾性体どうしの前記縦方向における離間寸法は、他の弾性
体間の前記縦方向における離間寸法よりも大きい請求項１～７のいずれかに記載の使い捨
て着用物品。
【請求項９】
　前記臀部パネルの下方端部が曲状を有する請求項７に記載の使い捨て着用物品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、クロッチパネルと弾性ウエストパ
ネルとを有し、着用者の臀部を被覆する臀部パネルを有する使い捨ておむつ、使い捨ての
トイレット・トレーニングパンツ、使い捨て失禁パンツ、使い捨ての生理用パンツ、使い
捨て吸収パッド等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、クロッチパネルと弾性ウエストパネルとを有する使い捨て着用物品は公知である
。例えば、特許文献１には、前後ウエスト域を形成する弾性ウエストパネルと、クロッチ
域を中心として前後ウエスト域に延びるクロッチパネルとを備える使い捨て着用物品が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２９２３８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示の着用物品によれば、クロッチパネルの前後端部が前後ウエストパネ
ルを形成する内外面シートの間に介在し取り付けられており、その両側部には、着用物品
の縦方向へ延びるレッグ弾性体が配設された一対の弾性サイドフラップが位置している。
着用物品の着用状態において、一対の弾性サイドフラップは着用者の身体側へ向かって立
ち上がり、前後ウエストパネルとクロッチパネルとの間には排泄物を収容可能なポケット
が形成されるので、クロッチパネルの内部には、比較的に多量の排泄物を吸収、保持する
ための排泄物収容スペースが画定される。
【０００５】
　しかし、かかる着用物品を着用したときには、前後ウエスト域とクロッチ域とが一体に
形成された使い捨て着用物品に比して着用者の臀部が露出し易く、特に、着用中にクロッ
チパネルが臀部間（臀間裂）に挟まれた場合には、臀部全体が露出し、外観上好ましくな
い。特に、着用物品が大人用の場合には、臀部が露出することによる羞恥心を抱かせるお
それがある。
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、従来の使い捨て着用物品の改良であって、十分な排泄物収容
スペースを有し、かつ、着用中において着用者の臀部が露出することのない使い捨て着用
物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、縦方向及びそれに直交する横方向を有し、肌対向面及びその反対側に位置す
る非肌対向面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するク
ロッチ域と、前記前後ウエスト域を画成し、前後ウエストパネルから形成される弾性ウエ
ストパネルと、前記弾性ウエストパネルに取り付けられて、前記前後ウエスト域の一部及
び前記クロッチ域を画定し、吸液構造体を備えるクロッチパネルとを含む使い捨て着用物
品に係る。
【０００８】
　本発明は、前記弾性ウエストパネルとは別体の臀部パネルをさらに含み、前記臀部パネ
ルは、その外端部において前記後ウエスト域を形成する後ウエストパネルに取り付けられ
、かつ、前記クロッチ域の側へ延びており、前記臀部パネルは、少なくとも前記吸液構造
体の前記横方向の両側において前記横方向へ弾性的に伸縮可能であって、前記クロッチパ
ネルは、その内面に位置する後接合域を介して前記後ウエストパネルの外面に取り付けら
れており、臀部パネルの外端部は、その内面に位置する臀部接合域を介して前記後ウエス
トパネル及び前記クロッチパネルに取り付けられており、前記臀部接合域は前記後接合域
よりも前記クロッチ域の側へ位置することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る一つ以上の実施態様における使い捨て着用物品によれば、後ウエスト域を
形成する後ウエストパネルの内端縁からクロッチ域の側へ臀部パネルが延びているので、
着用中にクロッチパネルの一部が臀裂に挟み込まれたとしても、臀部パネルによって臀部
が被覆されて外部に露出するおそれはない。また、臀部パネルは、クロッチパネルの吸液
構造体の両側において少なくとも横方向へ弾性的に伸縮可能であるので、着用中に、両側
部が着用者の臀部から離れて折れ曲がったり、変形したりするおそれはない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態における使い捨て着用物品の一例として示す、使い捨てお
むつの斜視図。
【図２】おむつのサイドシーム部を剥離して前後方向に伸展した状態をその内面から見た
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一部破断展開平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】前後接合域と臀部接合域との配置態様を示す展開平面図。
【図５】後ウエストパネルと臀部パネルとの拡大平面図。
【図６】図１のＶＩ－ＶＩ線に沿う模式的断面図。
【図７】他の実施形態における図４と同様の展開平面図。
【図８】他の実施形態における図６と同様の模式的断面図。
【図９】（ａ）他の実施形態における図５と同様の平面図、（ｂ）他の実施形態における
図５と同様の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１～４を参照すると、本発明の使い捨て着用物品の一例として示す使い捨ておむつ１
０は、縦方向Ｙ及びそれに直交する横方向Ｘと、横方向Ｘの幅寸法を二等分する仮想縦中
心線Ｐ－Ｐと、縦方向Ｘの幅寸法を二等分する仮想横中心線Ｑ－Ｑとを有する。おむつ１
０は、仮想縦中心線Ｐ－Ｐに関して対称に形成されている。
【００１２】
　おむつ１０は、肌対向面及びそれに対向する非肌対向面と、ウエスト回り方向へ延びる
環状の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパネル１１の非肌対向面に取り付けられ
たクロッチパネル１２と、各パネル１１，１２によってそれぞれ画定される前ウエスト域
１３と、後ウエスト域１４と、前後ウエスト域１３，１４間を縦方向Ｙに延びるクロッチ
域（中間域）１５とを含む。弾性ウエストパネル１１は、前ウエスト域１３に位置する前
ウエストパネル１８と、後ウエスト域１４に位置する後ウエストパネル１９とから構成さ
れている。後ウエストパネル１９に隣接するクロッチ域１５の部位には、おむつ１０の着
用状態で着用者の臀部と対向してそれを被覆する臀部パネル２０が位置している。
【００１３】
　前ウエストパネル１８は、クロッチパネル１２と交差し、横方向Ｘへ延びる内端縁１８
ａと、縦方向Ｙにおいて内端縁１８ａと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１８ｂと、
内外端縁１８ａ，１８ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁１８ｃ，１８ｄとによって画
定された横長矩形状を有する。
【００１４】
　後ウエストパネル１９は、前ウエストパネル１８とほぼ同形同大であって、クロッチパ
ネル１２と交差し、横方向Ｘへ延びる内端縁１９ａと、縦方向Ｙにおいて内端縁１９ａと
離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁１９ｂと、内外端縁１９ａ，１９ｂ間において縦方
向Ｙへ延びる両側縁１９ｃ，１９ｄとによって画定された横長矩形状を有する。
【００１５】
　前ウエストパネル１８の両側縁１８ｃ，１８ｄのそれぞれと後ウエストパネル１９の両
側縁１９ｃ，１９ｄのそれぞれとは、互いに重ね合わされて、縦方向Ｙへ断続的に延びる
サイドシーム部２２によって連結され、ウエスト開口２３及び一対のレッグ開口２４とが
画定されている（図１参照）。サイドシーム２２部は、公知の接合手段、例えば、熱エン
ボス加工、ソニック加工等の各種の熱溶着手段によって施されている。
【００１６】
　前ウエストパネル１８は、肌対向面側に位置する第１内面シート２４と、非肌対向面側
に位置する第１外面シート２５を有する。第１内外面シート２４，２５は、質量約１０～
３０ｇ／ｍ２の実質的に不透液性のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スアパンボ
ンド）繊維不織布、スパンボンド不織布、プラスチックシート又はそれら不織布の少なく
とも一つとのラミネートシートとから形成することができる。両シート２４，２５は、少
なくともいずれか一方の内面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤又は前記熱溶着手
段によって接合される。
【００１７】
　再び、図３を参照すると、両シート２４，２５間には、横方向Ｘへ延びる複数条のスト
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ランド状又はストリング状の弾性体２７が配設される。前ウエストパネル１８は、弾性体
２７が横方向Ｘへの伸長下に配設されることによって少なくとも横方向Ｘへ収縮可能に弾
性化されている。両シート２４，２５は、両シート２４，２５の接合状態がおむつ１０の
取り扱い中、着用中などにおいて剥離するおそれがない限りにおいて、弾性体２７のほぼ
全周面に塗布したホットメルト接着剤を介してのみ互いに接合されていてもよい。弾性体
２７は、前ウエストパネル１８の外端縁１８ｂに沿って横方向Ｘへ延びる複数条の弾性体
２８と、内端縁１８ａに沿って横方向Ｘへ延びる複数条の弾性体２９とから構成される。
弾性体２９は、弾性体２８に比してその一部が密の状態で配設されている。
【００１８】
　後ウエストパネル１９は、肌対向面側に位置する第２内面シート３０と、非肌対向面側
に位置する第２外面シート３１を有する。第２内外面シート３０，３１は、質量約１０～
３０ｇ／ｍ２の実質的に不透液性のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スアパンボ
ンド）繊維不織布、スパンボンド繊維不織布、プラスチックシート又はそれらの不織布の
少なくとも一つとのラミネートシートとから形成することができる。両シート３０，３１
は、少なくともいずれか一方の内面に間欠的に塗布されたホットメルト接着剤又は前記熱
溶着手段よって接合される。
【００１９】
　第２内外面シート３０，３１間には、横方向Ｘへ延びる複数条のストランド状又はスト
リング状の弾性体３２が横方向Ｘへ伸長下に配設されている。後ウエストパネル１９は、
弾性体３２が配設されることによって少なくとも横方向Ｘに収縮可能に弾性化されている
。両シート３０，３１は、弾性体３２のほぼ全周面に塗布したホットメルト接着剤を介し
てのみ互いに接合されてもよい。弾性体３２は、後ウエストパネル１９の上端縁１９ｂに
沿って横方向Ｘへ延びる複数条の弾性体３３と、内端縁１９ａに沿って横方向Ｘへ延びる
複数条の弾性体３４とから構成される。弾性体３４は、弾性体３３に比してその一部が密
の状態で配設されている。
【００２０】
　弾性体２７，３２は太さ（線径）が約４００～１０００ｄｔｅｘ、伸長倍率が約１．８
～３．０倍の弾性材料から形成することができる。また、各弾性体間の縦方向Ｙにおける
離間寸法（ピッチ。弾性体の中心部間の距離）は、約５．０～３０．０ｍｍであって、少
なくとも６．０ｍｍ以上であることが好ましい。
【００２１】
　図５及び６を参照すると、臀部パネル２０は、横方向Ｘへ延びる内端縁２０ａと、縦方
向Ｙにおいて外端縁２０ｂと離間対向して横方向Ｘへ延びる外端縁２０ｂと、内外端縁２
０ａ，２０ｂ間において縦方向Ｙへ延びる両側縁２０ｃ，２０ｄとによって画定された横
長矩形状を有する。臀部パネル２０は、内層シート３６と、外層シート３７とを有する。
内外層シート３６，３７は、質量約１０～２０ｇ／ｍ２の実質的に不透液性のＳＭＳ（ス
パンボンド・メルトブローン・スパンボンド）繊維不織布、スパンボンド繊維不織布、プ
ラスチックシート又はそれら不織布の少なくとも一つとのラミネートシートとから形成す
ることができる。両シート３６，３７は、ホットメルト接着剤又は前記熱溶着手段よって
接合される。
【００２２】
　内外層シート３６，３７間には、横方向Ｘへ延びる複数条のストランド状又はストリン
グ状の弾性体からなる弾性体３８が横方向Ｘへ伸長下に配設されている。具体的には、後
ウエストパネル１９側に位置する弾性体４０と、前ウエストパネル１８側に位置する弾性
体４２と、弾性体４０と弾性体４２との間に位置する弾性体４３とから構成されている。
両シート３６，３７は、弾性体を構成する各弾性体のほぼ全周面に塗布したホットメルト
接着剤を介してのみ互いに接合されてもよい。また、臀部パネル２０は、前記繊維不織布
シートから形成された１枚のシートに弾性体３８を介在させた状態で２つに折り曲げて形
成してもよいし、弾性体３８を弾性伸縮シートで形成してもよい。また、臀部パネル２０
自体を伸縮性シートで形成してもよい。
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【００２３】
　図５を参照すると、弾性体３８は、吸液構造体４９の領域の中央部と重なる臀部パネル
２０の中央部に非弾性域４５が形成されるように切断されており、非弾性域４５の両側に
は少なくも横方向へ収縮可能な第１弾性域４６と第２弾性域４７とが形成されている。第
１及び第２弾性域４６，４７が設けられていることによって、臀部パネル２０の両側部が
着用者の臀部にフィットするので、着用中に、臀部から離間して折れ曲がったり、変形し
たりするおそれはない。臀部パネル２０を伸縮性シートで形成する場合には、非弾性域４
５においてその伸縮弾性が発現されない又は低減するように加工（例えば、シートの一部
を破断する等）することが好ましい。また、臀部パネル２０と後ウエストパネル１９とを
一体に形成することもできるが、本実施形態のように、臀部パネル２０を後ウエストパネ
ル１９と別体に形成する場合には、その製造工程において、臀部パネル２０を有しない通
常の使い捨ておむつを製造した後に臀部パネル２０を該おむつの後ウエスト域１４の外面
に取り付けることができる。したがって、通常のおむつの製造装置を利用することができ
、臀部パネル２０と後ウエストパネル１９とを一体で形成する場合に比して製造コストを
抑えることができる。
【００２４】
　なお、本明細書において、「非弾性域」とは、弾性域を形成する複数の弾性体が該部位
において切断又は取り除かれて実質的に存在しない場合又は弾性体が存在するが、実質的
に伸縮弾性が発現されていない場合を意味する。また、「接合域どうしが重なる」、「接
合域と弾性体とが重なる」とは、それらが平面的に直接又は間接的に重なり合う他に、立
体的に重なり合う若しくは交叉することを意味する。
【００２５】
　再び、図２を参照すると、クロッチパネル１２は、縦長の略矩形状であって、前ウエス
トパネル１８の非肌対向面（外面）に連結された前端部１２Ａと、後ウエストパネル１９
の非肌対向面に連結された後端部１２Ｂと、前後端部１２Ａ，１２Ｂ間において縦方向Ｙ
へ延びる中間部１２Ｃとを有する。また、クロッチパネル１２は、ベースシート４８と、
ベースシート４８の内面に配置された吸液構造体４９と、吸液構造体４９を被覆する透液
性シートから形成された身体側ライナ５０とを有する。クロッチパネル１２の前後端部１
２Ａ，１２Ｂの前後端縁は、繊維不織布から形成された横方向Ｘへ延びる前後カバーシー
ト７０，７１によって被覆されている。
【００２６】
　ベースシート４８は、少なくとも一方が実質的に不透液性の繊維不織布シート又は不透
液性のプラスチックフィルムから形成された内外面クロッチシート５１，５２によって形
成される。また、内外面クロッチシート５１，５２は、ホットメルト接着剤（図示せず）
を介して互いに接合され、それらの両側部は、内方へ折り曲げられて、縦方向Ｙへ延びる
ガスケット機能を有する一対の弾性サイドフラップ５３が形成される。
【００２７】
　各弾性サイドフラップ５３には、これらに縦方向Ｙへ延びる複数条のストランド状又は
ストリング状の弾性体５４，５５が伸長下に配設されており、少なくとも縦方向Ｙにおい
て弾性化されている。弾性体５４は、クロッチ域１５の中央部において縦軸Ｐへ向かって
凸曲し、おむつ１０の着用状態における着用者の脚回り方向へ延びており、一方、弾性体
５５は弾性サイドフラップ５３の内側縁５３ａに沿って縦方向Ｙへ直状に延びている。弾
性体５４，５５は、前記の内外面クロッチシート５１，５２のうちのいずれか一方の内面
に塗布されたホットメルト接着剤（図示せず）を介して両シート５１，５２間に縦方向Ｙ
に伸長された状態で固定される。
【００２８】
　弾性体５４は、その中央部が縦軸Ｐに向かって凸曲していて、他方の弾性体５４と近接
していて弾性体５４，５５による弾性域においてそれら近接部位の伸長応力が弾性体５４
，５５どうしの離間間隔が大きい前後ウエストパネル１８，１９側の部位の伸長応力に比
して高められる。それにより、着用者の大腿に接触すべき弾性サイドフラップ５３の中央
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部近傍が大腿に密着し、レッグ開口縁部からの排泄物の漏れを効果的に防止することがで
きる。
【００２９】
　身体側ライナ５０は、好ましくは親水化処理された、質量約１５～３５ｇ／ｍ２の透液
性を有する繊維不織布シートであって、例えば、スパンボンド繊維不織布、ポイントボン
ド繊維不織布及びエアスルー不織布等の各種公知の繊維不織布から形成することができる
。
【００３０】
　特に、図６を参照すると、吸液構造体４９は、不水溶性かつ自己質量の１０倍以上の吸
水力を有するいわゆる吸収性ポリマー粒子とフラッフパルプ等の吸水性繊維との混合から
形成された吸収性コア５９と、質量約８～１５ｇ／ｍ２、好ましくは、質量約１０ｇ／ｍ
２の透水性の繊維不織布から形成された身体側ライナ６０と、質量約８～１５ｇ／ｍ２、
好ましくは、１１ｇ／ｍ２の透水性または難透水性のＳＭＳ繊維不織布から形成されたバ
ックシート６１とを含む。なお、吸収性コア５９は、より薄く成形するために、吸収性ポ
リマー粒子のみから形成することもできる。その場合には、吸収性ポリマー粒子が体液を
吸収した後にその形状が型崩れするのを防止するために、吸収性コア５９を複数の吸収域
に区分してもよい。また、吸液構造体４９は、その前後端部に位置する接合部６２Ａ，６
２Ｂを介してベースシート４８の内面に固定されている。
【００３１】
　再び、図２，３及び５を参照すると、クロッチパネル１２は、前端部１２Ａ及び後端部
１２Ｂの内面にホットメルト接着剤を塗布して形成された前接合域６３と後接合域６４と
において前後ウエストパネル１８，１９の外面に連結される。このように、クロッチパネ
ル１２の前後端部１２Ａ，１２Ｂを前後ウエストパネル１８，１９の外面に連結すること
によって、それらを前後ウエストパネル１８，１９の内面に連結する場合に比して、排泄
物収容スペース８３を大きく形成することができる（図６参照）。なお、排泄物収容スペ
ース８３が所要の大きさを有する限りにおいて、前後ウエスト域１３，１４のうちのいず
れか一方のみが前後ウエストパネル１８，１９，の外面に連結してあればよい。
【００３２】
　前後接合域６３，６４は、クロッチ域１５へ向かって開口した凹状を有し、それぞれ、
弾性サイドフラップ５３の肌対向面にホットメルト接着剤を塗布して形成された両側部６
７と、両側部６７間において、横方向Ｘへ延びる中央部６８とを有する。中央部６８は、
吸液構造体４９よりも縦方向Ｙの外方に位置しており、両側部６７と中央部６８との間に
は、ホットメルト接着剤が塗布されていない非接合域６９が画定される。非接合域６９は
、吸液性構造体４９と対向する位置に形成されている。なお、本実施形態において、前接
合域６３の両側部６７は段差状、後接合域６４の両側部６７は矩形状を有しているが、そ
れらの形状に制限されるものではなく、前後接合域６３，６４の両側部６７は、段差状、
矩形状、曲状などの各種の形状を有していてもよい。
【００３３】
　図４においては、説明の便宜上、前ウエストパネル１９と後ウエストパネル１９とを仮
想線で示しており、各種寸法が示されている。まず、大人用のおむつ１０全体の各種寸法
について言えば、おむつ１０の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ１は各サイズ（Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ
）によって異なるが、約４５０～９００ｍｍであって、前後ウエストパネル（前後ウエス
ト域１３，１４）１８，１９の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ２は、おむつ１０がＳ，Ｍサイズ
の場合には約１５０～１８０ｍｍ、Ｌ，ＬＬサイズの場合には、約１８０～２１０ｍｍで
ある。また、クロッチ域１５の縦方向Ｙにおける寸法、すなわち、前ウエスパネル１８（
前ウエスト域１３）の内端縁１８ａから後ウエストパネル１９（後ウエスト域１４）の内
端縁１９ａまでの縦方向Ｙにおける離間寸法Ｌ３は、各種サイズともほぼ同じであって、
約４００～５００ｍｍである。また、前後ウエストパネル１８，１９の横方向Ｘにおける
寸法Ｗ１は、おむつ１０が大人用のＳサイズの場合には、約４５０～５００ｍｍ，Ｍサイ
ズの場合には、約５３０～５６０ｍｍ、Ｌサイズの場合には、６００～６５０ｍｍ、ＬＬ
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サイズの場合には、約７００～７５０ｍｍである。
【００３４】
　臀部パネル２０の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ４は、具体的には、約３０～３３０ｍｍ、好
ましくは、約１００～２００ｍｍ、さらに好ましくは、約１１０～１４０ｍｍである。本
実施形態では、前後ウエスト域１３，１４の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ２が約１７０ｍｍ、
臀部パネル２０の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ４が約１２０ｍｍ、臀部パネル２０の内端縁１
９ａからクロッチ域１５側へ延びる部位（おむつ１０の着用時において後ウエストパネル
１９から下方に延びる臀部パネル２０の部位）の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ５が約１００ｍ
ｍであって、寸法Ｌ２が寸法Ｌ５の約１．７倍の大きさを有する。このように、後ウエス
ト域１４の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ２が後ウエスト域１４からクロッチ域１５側へ延びる
部位の縦方向Ｙにおける寸法Ｌ５の２．０倍以下の大きさであることから、前者が後者の
２．０倍以上の大きさを有し、後ウエスト域から僅かにクロッチ域１５側へ延びる部位に
よって着用者の臀部の一部を被覆するような従来のおむつに比して、外観視において特異
な形状を有し、着用者に対して着用しても臀部が露出するおそれがないという安心感を与
えることができる。特に、おむつ１０が大人用として使用される場合には、臀部が露出す
ることによる羞恥心を着用者に抱かせるおそれはない。
【００３５】
　臀部パネル２０を後ウエストパネル１９に接合するための臀部パネル接合域７５は、中
央部に位置する中央接合部位７７と、それと交差して、臀部パネル２０の両側縁２０ｃ，
２０ｄ間において横方向Ｘへ直状に延びる横断接合部位７６とを有する。横断接合部位７
５は、臀部パネル２０の横方向Ｘにおける寸法全体に延びているので、臀部パネル２０の
外端部は安定的に後ウエストパネル１９及びクロッチパネル１２の後端部１２Ｂとに固定
されている。また、中央接合部位７７は、弾性体３８が実質的に存在しない非弾性域４５
と重なる領域に形成されているので、該部位を介して臀部パネル２０がクロッチパネル１
２に固定されてもそれらの伸縮作用によって吸液構造体４９の吸液性能が低下するおそれ
はない。本実施形態では、中央接合部位７７はクロッチパネル１２の横方向Ｘにおける寸
法Ｗ２全体に延びているが、第１及び第２弾性域４６，４７の伸縮作用による影響を極力
抑えるために、臀部接合域７５全体において所要の接合強度を有する限りにおいて、中央
接合部位７７の横方向Ｘにおける寸法Ｗ３はできるだけ小さいことが好ましく、具体的に
は、中央接合部位７７の横方向Ｘにおける寸法Ｗ３はクロッチパネル１２の横方向Ｘにお
ける寸法Ｗ２の約５０％以下の大きさであることが好ましい。
【００３６】
　また、臀部パネル接合域７５の横断接合部位７６は、クロッチパネル１２を後ウエスト
パネル１９に接合するための後接合域６４の中央部６８よりも下方に位置し、互いに重な
り合っていない。これらの接合域どうしが互いに重なり合う場合には、該重なり合う部位
がおむつ１０の他の部位に比してシート部材が硬くなり、着用者にゴワゴワした触感を与
えるおそれがあるところ、本実施形態では、おむつ１０の中央部においてこれらの接合域
が互いに重なっていないので、シート部材が硬くなり過ぎず、かかる不利益を生じるおそ
れはない。一方、後接合域６４の両側部６７と臀部パネル接合域７５の横断接合部位７６
とは互いに重なり合って位置している。両側部６７は弾性サイドフラップ５３を後ウエス
トパネル１９に固定するためのものであって、弾性サイドフラップ５３を形成するベース
シート４８のうちの後ウエストパネル１９と対向する部位が両側部６７を介して固定され
ても、該固定部位と臀部パネル２０のうちの弾性サイドフラップ５３に固定された部位と
は離間するので、シート部材が硬くなることはない。
【００３７】
　再び、図５を参照すると、臀部パネル２０の弾性体３８は、太さ（線径）が約７００～
８００ｄｔｅｘ、伸長倍率が約２．２倍の弾性材料から形成されており、各弾性体間の縦
方向Ｙにおける離間寸法（ピッチ。弾性体の中心間の距離）Ｐ１は、約３５ｍｍである。
本実施形態では、弾性体３８の太さは均一であるが、例えば、弾性体４０の太さを約４５
０～５００ｄｔｅｘ、弾性体４３の太さを約７７０～８３０ｄｔｅｘ、弾性体４２の太さ
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を約９２０～９７０ｄｔｅｘのように設定し、下方に向かうにつれて使用する弾性材料の
太さを大きくすることによって、それらによる伸縮力を調整してもよい。この場合には、
クロッチ域１５側へ向かうにつれて臀部パネル２０の伸縮力が高くなるので、着用時にお
いて臀部パネル２０の内端縁２０ａを着用者の身体から離間させることなく、かつ、臀部
の形状に沿った湾曲状を呈することによってより臀部にフィットさせることができる。
【００３８】
　また、臀部パネル２０のうちの後ウエストパネル１９に固定された固定部７９（横断接
合部位７６の存在領域）は、弾性体３４のうちの内端縁１９ｂ側に位置する２本の弾性体
８１，８２とのみ重なっており、言い換えれば、２本以上の弾性体３４とは重なっていな
い。横断接合部位７６が２本以上の複数の弾性体３４と重なっている場合には、それらの
外形及びそれらによって形成された皺によって後ウエストパネル１９のうちの臀部パネル
２０の固定部７９と対向する部位が凹凸状を有し臀部パネル２０を取り付けるときに安定
的に取り付け難くなる。また、かかる凹凸部位に固定部７９を固定した場合には、それら
の互いに重なり合う部位がおむつ１０の他の部位に比して硬くなり、着用者にごわごわと
した触感を与えるおそれがある。本実施形態では、固定部７９が２本以上の弾性体３４と
重なっていないので、横断接合部位７６を介して臀部パネル２０を安定的に固定でき、ま
た、該部位が他の部位に比して硬くなり過ぎることはない。
【００３９】
　図５に示すとおり、弾性体３４は、クロッチ域１５側に位置する弾性体３４Ｂどうし間
の離間寸法（ピッチ）Ｐ３が外端縁１９ｂ側に位置する弾性体３４Ａどうしの離間寸法（
ピッチ）Ｐ２よりも大きくなっている。これは、横断接合部位７６になるべく弾性体３４
による伸縮力が及ばないようにするために、クロッチ域１５側に位置する弾性体３４Ｂど
うしの離間寸法Ｐ３を外端縁１９ｂ側に位置する弾性体３４Ａどうしの離間寸法Ｐ２に比
して大きく設定しているためであって、具体的には、本実施形態においては、外端縁１９
ｂ側に位置する弾性体３４Ａどうしの離間寸法Ｐ２は約７．０ｍｍ、クロッチ域１５側に
位置する弾性体３４Ｂどうしの離間寸法Ｐ３は約１５．０ｍｍである。かかる場合には、
弾性体３４自体の伸長応力にもよるが、外端縁１９ｂ側の弾性体３４Ａが比較的に密に配
設することによって後ウエストパネル１９を着用者の身体にフィットさせるのに必要な伸
縮力を付与することができるとともに、クロッチ域１５側の弾性体３４Ｂを比較的に疎に
配設することによってその伸縮力を外端縁１９ｂ側よりも低くして、固定部７９への影響
を抑えることができる。なお、かかる効果を有する限りにおいて、少なくとも固定部７９
に位置する弾性体８１，８２どうしの縦方向Ｙにおける離間寸法が他の弾性体どうしのそ
れよりも大きく設定されていればよい。
【００４０】
　再び、図６を参照すれば、おむつ１０の着用状態において、弾性サイドフラップ５３が
弾性体５４，５５の伸長作用によって身体側に向かって立ち上がる。また、吸液構造体４
９は比較的に薄いものであるから、おむつ１０は、この種の他の物品に比して大容量の排
泄物収容スペース８３を有し、比較的に多量の排泄物を保持することができるとともに、
着用者の臀部から離間した状態でクロッチパネル１２が吊持されて袋状を呈し、排泄物に
よって着用者の臀部が汚れるのを抑えることができる。また、前後接合域間６３，６４に
非接合域６９が画成されることによって、非接合域６９には前後ウエストパネル１８，１
９とクロッチパネル１２との間において前後ポケット（空間部）８４，８５が形成される
。前後ポケット８４，８５が形成されることによってクロッチパネル１２内に画定される
排泄物収容スペース８３をより大きくすることができる。
【００４１】
　また、臀部パネル２０はレッグ開口部２４よりも下方へ延びており、おむつ１０の着用
状態において、臀部パネル２０は着用者の臀部を被覆し、臀部が外部に露出するおそれは
ない。本実施形態のおむつ１０のようにクロッチパネル１２が弾性ウエストパネル１１の
外側に取り付けられた態様の場合には、弾性ウエストパネル１１が着用者の胴回り方向に
引っ張られてもクロッチパネル１２がそれに応じて胴回り方向へ引っ張られずにクロッチ
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パネル１２が着用者の大腿間に挟まれ、かつ、その一部が臀裂に挟まれるおそれがあると
ころ、かかる場合であっても、臀部パネル２０が臀部全体を被覆するので、着用者に臀部
が露出することによる羞恥心を抱かせるおそれはない。
【００４２】
　図７及び８を参照すると、臀部接合域７５は横断接合部位７６のみから形成されており
、中央接合部位７７を有していない。かかる態様では、臀部パネル２０が固定部７９を除
いてすべて後ウエストパネル１９から離間した状態となる。したがって、クロッチパネル
１２の一部が臀裂に挟まれたとしてもそれともに臀部パネル２０が挟まれるおそれはない
。また、臀部パネル２０は外観視においてスカート状を呈するもので、美感が向上すると
ともに、着用前に着用者に臀部が露出することはないという安心感をさらに与えることが
できる。
【００４３】
　図９（ａ），（ｂ）を参照すると、これらの実施形態においては、弾性体３８が中央部
において切断されておらず、中央部において下方へ向かって凸曲しており、横方向Ｘへ一
連に延びる湾曲状を有している。弾性体３８がかかる態様を有する場合には、おむつ１０
の着用状態において、臀部パネル２０の中央部が着用者の臀部の形状に沿った曲状を呈す
るので、臀部パネル２０全体の臀部に対するフィット感をより向上させることができる。
また、図９（ａ）の実施形態と比較して図９（ｂ）の実施形態においては弾性体３８どう
しの離間寸法が小さくなっており、中央部においてクロッチ域１５側に位置する下方の部
位を着用者の身体にフィットさせることができる。なお、吸液性構造体４９の吸液性を阻
害しないようにするために、弾性体３８全体の伸縮力を抑えたり、中央部において局所的
にその伸縮力を低減させてもよい。
【００４４】
　また、臀部パネル２０の下方両端部（内方両端部）は曲状を有している。臀部パネル２
０がかかる態様を有することによって、おむつ１０はより下着のような外観を呈すること
ができ、また、着用者の臀部に対する肌当たりが向上する。なお、かかる効果を奏するた
めに、少なくとも一方の下方端部が曲状を有していればよい。
【００４５】
　おむつ１０を構成する各構成部材には、本明細書に記載されている材料のほかに、この
種の物品において通常用いられている各種の公知の材料を制限なく用いることができる、
また、本発明の明細書及び特許請求の範囲において、「第１」および「第２」の用語は、
同様の要素、位置などを単に区別するために用いられている。
【００４６】
　以上の記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる。
　縦方向及びそれに直交する横方向を有し、肌対向面及びその反対側に位置する非肌対向
面と、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域と
、前記前後ウエスト域を画成し、前後ウエストパネルから形成される弾性ウエストパネル
と、前記弾性ウエストパネルに取り付けられて、前記前後ウエスト域の一部及び前記クロ
ッチ域を画定し、吸液構造体を備えるクロッチパネルとを含む使い捨て着用物品において
、前記弾性ウエストパネルとは別体の臀部パネルをさらに含み、前記臀部パネルは、その
外端部において前記後ウエスト域を形成する後ウエストパネルに取り付けられ、かつ、前
記クロッチ域の側へ延びており、前記臀部パネルは、少なくとも前記吸液構造体の前記横
方向の両側において前記横方向へ弾性的に伸縮可能である前記着用物品。
【００４７】
　上記段落００４６に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができ
る。
（１）前記臀部パネルは、前記横方向における前記吸液構造体の両側において、前記横方
向に離間対向する第１弾性域と第２弾性域とを有し、それらの間には非弾性域が画定され
ている。
（２）前記クロッチパネルは、その内面に位置する後接合域を介して前記後ウエストパネ
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ルの外面に取り付けられており、臀部パネルの外端部は、その内面に位置する臀部接合域
を介して前記後ウエストパネル及び前記クロッチパネルに取り付けられており、前記臀部
接合域は前記後接合域よりも前記クロッチ域の側へ位置する。
（３）前記臀部接合域は、少なくとも前記後接合域の中央部よりも前記クロッチ域の側に
位置し、前記横方向へ直状に延びる横断接合部位を有する。
（４）前記臀部接合域は、前記臀部パネルの中央部において前記横断接合部位と交差し、
かつ、さらに前記クロッチ域の側へ延びる中央接合部位を有する。
（５）前記臀部パネルは、前記肌対向面側に位置する内層シートと、前記非肌対向面側に
位置する外層シートと、前記内外層シート間に弾性的に伸縮可能に配設された弾性体とを
有する。
（６）前記臀部の弾性体はストリング状又はストランド状の弾性材料から形成されており
、前記後ウエストパネルの内端縁に沿って前記横方向Ｘへ延びる上方臀部弾性体と、前記
臀部パネルの内端縁に沿って前記横方向へ延びる下方臀部弾性体と、前記上下臀部弾性体
間において前記横方向Ｘへ延びる中間臀部弾性体とを有し、前記下方臀部弾性体の太さが
前記中間臀部弾性体のそれよりも大きく、前記中間臀部弾性体の太さが前記上方臀部弾性
体のそれよりも大きい。
（７）前記臀部の弾性体は、その中央部が前記クロッチ域の側へ向かって凸曲する湾曲状
を有する。
（８）前記後ウエストパネルは、前記横方向Ｘへ延びる複数条の弾性体を有し、前記弾性
体のうちの前記臀部接合域と重なる弾性体どうしの前記縦方向における離間寸法は、他の
弾性体間の前記縦方向における離間寸法よりも大きい。
（９）前記臀部パネルの下方端部が曲状を有する。
【符号の説明】
【００４８】
１０　使い捨て着用物品（使い捨ておむつ）
１１　弾性ウエストパネル
１２　クロッチパネル
１３　前ウエスト域
１４　後ウエスト域
１５　クロッチ域
１８　前ウエストパネル
１９　後ウエストパネル
１９ａ　後ウエストパネルの下端縁
２０　臀部パネル
３４　弾性体
３６　内層シート
３７　外層シート
３８　臀部の弾性体（弾性体）
４０　上方臀部弾性体（弾性体）
４２　下方臀部弾性体（弾性体）
４３　中間臀部弾性体（弾性体）
４５　非弾性域
４６　第１弾性域
４７　第２弾性域
４９　吸液構造体
６４　後接合域
７５　臀部接合域
７６　中央接合部位
７７　横断接合部位　
Ｘ　横方向
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